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　映像メディアを美術教育で活用する事によって人間の知性と美的感性を育む事を前提に，ハワー

ド・ガードナーによる多重知性論を基に美術教育における映像メディア教育実践の全体像を明らか

にしたい．視覚偏重の環境に対して多重知性論が提唱する様に，８つある知性を縦断的に育む事が

望ましい．インターメディアな美術教育の構造は，映像メディアの活用が視覚的な記号コミュニ

ケーション以上に発展しうる事を示している．そのためにはメディアのもつ表現特性を捉え，主体

的に操作できるメディアをつくり出すような活動が重要である．愛知県豊川市の小坂井東小学校６

年雪組の実践「みんな光のアーティスト」では，メディアを縦断的に渡り歩く事で映像メディアに

よる表現が視覚的な意味の授受という意味での記号論に留まらず，全感覚を基とした表現が可能で

あり，それらはハワードの考える多重知性を育む実例が示されている．映像メディアの活用は美術

教育に多重知性と感性を与える多様な機会を提供する事は明らかである．

　This article is clearing the structure of utilizing image media in art education based on Howard
,
s 

multiple intelligence theory to be able to cultivating aesthetic sense and intelligences. It is better 

to cultivate Howard
,
s 8 intelligences category inter-crossly especially for visually enhanced life 

environment. The structure of inter-media education shows image media utilization can be developed 

more than just a visual communication. Thus, it is very important to understand the character of 

the media and have a practice of creating own media that can be controlled by student-selves. Form 

the practice of “Everybody Light-Artist” from Kozaki-higashi elementary school in Aichi prefecture 

shows the model of inter-media education expressing not only visual communication matter but the 

communication through the whole sense, and it connects to Howard
,
s multiple intelligence theory. 

Utilizing image media education gives art education multiple opportunities of cultivating multiple 

intelligences and aesthetic senses.
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１　はじめに

　本研究の前提として，美術教育の中での映像メディ

アの位置づけと映像を通した美術教育研究を大きな

ヴィジョンとして視野に入れておきたい．平成14年の

中学校学習指導要領美術に映像メディアの記述が登場

する前段階として，1999年には花篤氏による「メディ

ア教育・異文化理解教育・映像教材およびガイドライ

ンの開発1）」によって美術教育におけるメディア教育

のガイドラインが示されている．美術教育における映

像メディア教育を考える上で，「メディア環境が我々

の生活を取り巻く中で，美術教育の力点を従来の美術

教育の流れとのつながりの中でメディア環境への対峙

に推移すること2）」が示されている部分に着目したい．

　上記の着目点を基に，先行研究として考察してきた

「美術教育における映像メディアの位置づけ―拡張さ

れる映像メディア教育と直接的体験の重要性―3）」で

は，1993年に示された，藤江氏による３つの美術教

育におけるメディア教育の目標4）の１つである，「新た

なテクノロジーによって誕生するメディアをどのように

『人間化』していくのかを考える」教育目標レベルに

焦点を絞り考察した．そして，「人間の身体所作によっ

て体得していくメディア環境の理解をどのように美術

教育で扱って行くのか」という問題として身体とのつな 

がりを考察している．この問題に対して「テクノロジー

はあくまでも利用するもので，人間の知恵と感性によ

る創造行為が豊かな社会や新しい文化・芸術を創るの

である．5）」とある様に，伝統的な美術世界とつなが

りの中で，映像メディア環境に対する視覚リテラシー

教育に加え，さらに新たなメディア環境を体験という

枠組みの中で捉える．そして，人間の知恵と感性を生

かした活動により，客体的なメディア環境におかれ，

視覚イメージに傾倒する子どもたちに対し，美術教育

は豊かな人間的感性をもたらし，主体的にメディア環

境に対峙する能力を与えられると捉えられる．

　また，同じく「美術教育における映像メディアの位

置づけ―教科書にみる映像メディア教育の方向性―6）」

では藤江氏の示した３つの美術教育におけるメディア

教育目標レベルを基に開隆堂，日本文教出版，光村図

書の中学校美術教科書を分析した．その結果，平成14

年の文部科学省学習指導要領中学校美術において，映

像メディアの活用により表現を拡張する事をその目標

としている．そして，より実践段階に近い教科書で

は，指導要領に示される表現の拡張を藤江氏の提唱す

る３つのメディア教育の目標に合致し，マスメディア

の読み解きや，身体操作によって映像メディア環境を

捉える事を示唆する単元が見受けられた．

　本論では映像メディアを身体的所作によって体得す

るという視点を基に，より他のメディアと連環させな

がら，身体的操作により主体的にイメージを編み合わ 

せていく美術教育を育む事を目標とし，ハワード・

ガードナーの多重知性理論7）を基に，美術教育におけ

る映像メディア教育の構造を明らかにしたい．さらに，

従来の美術教育での身体と映像の問題を整理し，１つ

の美術教育実践を基に美術教育における映像メディア

教育が多重知性を育むための体験的教育として機能す

る可能性を考察したい．

２　�多重知性と美術教育における映像メディア教育

の構造

　現代のメディア環境に囲まれる我々は，一般的に情

報過多で物事の表層的な理解に偏り，実際の体験を

持たずに知識のみが蓄積される傾向にある．そうした

環境の中で人間的で，より豊かな知性を身につけるた

めに，ハワード・ガードナーの理論を基に，美術教育

における映像メディア教育がもたらす知的創造性への

拡張を考えたい．ハワードの理論からすれば，知性は，

文化にとって価値あるモノを創る事や，もしくは問題解

決するために，ある文化的特質によって多様な情報処

理が出来る生物―心理学的潜在能力8）である．そして，

知性は表１の様に分類され表されている．（表１参照）

　多重知性は８つの領域が相互に関連する状態であ

り，それぞれの領域が独立するものではない．これら

の領域を相互に組み合わせて授業実践に取り入れるこ

とによって豊かな知性を身につけられるとしている．

美術教育において映像メディアによる視覚／空間的知

性を養う際にも，映像メディア以外領域と相互に組み

合わせることによって複合的な知性がもたらされ，よ
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表１　ハワード・ガードナー８つの多重知性
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り豊かで多様な知性が育まれることになる．実際には

美術教育において，こうした複合的な領域を要する単

元や授業実践は，それが上記のような領域と意識され

ずとも実践される．開隆堂出版の中学校美術教科書に

顕著に見られる，自然から形や色を模倣する様な題材

による自然への回帰は，表１の８に見られる自然・博

物学的知性に合致する．また，表１の６，対人的な要

素を必要とするグループ学習や，表１の７の内省的な

部分に示される様な表現活動も多い．また，鑑賞教育

においても，表１の１，言語的知性や表１の２に示さ

れる論理・数理的知性的な分析・批評活動によって実

践をするなど，ハワードの意図する豊かな知性に通じ

る視点が授業実践の中に介在している．つまりそうし

た授業実践構造に対して映像メディアがどのように関

わっていくのかを捉える上でハワードの理論は重要で

ある．

　映像メディアを美術教育の中で扱う際に，柴田氏に

よって，視覚的な映像メディア部分に加えて，言語や

身体的な領域などをつなぎ合わせたインターメディア

な教育が育まれる事が提唱されている9）．輻輳的にこ

れらのメディアを渡り歩くインターメディアな環境と

して映像メディア教育を捉えるのであれば，単的に概

念からイメージ形成をさせる方法論と体験をフレーミ

ングし視覚化していく方法論の２つの方向性に加え

て，視聴覚メディアによる映像を直接的に体験するよ

うな実践や映像を言語化する実践も必要であり，それ

らは連環する関係にあることが重要であると言える．

（図１参照）

　図１に示される様にエドガー・ディールの経験の円

錐10）を基に映像メディアが扱う視聴覚メディアを捉え

ると，視聴覚メディアを中心に，抽象度11）の最も高い

イメージ世界，言語，そして，静止画，音のみのメディ

アから視聴覚メディアを含む映像メディアがあり，さ

らに，その視聴覚メディアより経験の抽象度の低い，

劇化された体験やシミュレーションによる体験，直接

的・目的的体験がある．視聴覚メディアより抽象度が

低くなる，つまりは具体的な体験に近づくにつれ，表

現そのものに視覚以上の全感覚的に身体を使うことを

必要とする．作成された映像を視聴する受け手の場合，

表現されたものと鑑賞者の間には視聴覚メディアのみ

が対峙し，客体的に映像の記号的意味を受け取るが，

視聴覚メディアを活用し映像をつくり出す行為には，

カメラなどの装置を操作する身体的所作や行為，コン

ピュータを操る所作を必要とする．つまり，カメラを

持つ事やコンピュータなどで編集する段階では，身の

回りの世界を主体的に捉え，全体性的な作業によって

成り立っている．また，編集段階での映像の操作は視

覚情報を記号化し意味の生成を行っている．この主体

と客体の関係の中でハワードの８つの多重知性の視点

を取り入れることによって，知の重奏的な映像メディ

ア教育が美術教育で実践されると考える．（図２参照）

　そうした過程をとおして個人的体験による私事化さ

れたイメージは最も抽象度の高い言語と最も抽象度の

低い直接的・目的的体験の間の視聴覚メディアを通し

て共有化されていくのではないだろうか．

３．表現拡張としての映像メディアと身体性

　美術教育における映像メディア教育によってガード

ナーの示す８つの多重知性に表される様な豊かな知性

が育まれる事を前提にするのであれば，映像メディア

教育では視聴覚メディアが直接的に関連する視覚的・
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図１　映像メディア表現と経験の輻輳化
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図２　美術教育における映像メディアの位置
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空間的知性に加えてその他の領域も踏まえながら実践

を進めていくのが望ましい．さらにそれらを身体的所

作や行為によって体得していくという視点から捉える

のであれば，従来の美術教育の中でのメディアと身体

に対する問題を踏まえたい．そこで，ローウェンフェ

ルド，H. リードの美術教育理論取り上げ，映像メディ

ア教育における身体とメディアの関係を考察する．

3―1　映像メディアにおける視覚型と触覚型

　ローウェンフェルドによって提唱された視覚型・触覚

型という２つの創造的指向は，美術教育においても多

様な形に引用され実践されてきた．「周知の様に，ロー

ウェンフェルドは弱視の視覚障害者に見られる創造的

活動の特徴に注目する事で，視覚的経験と非視覚的経

験との差異から二つの創造過程における型を提言し，

そこから健常者における一般有効性を見いだした．12）」

これは，「間接と直接，客観と主観という関係で対比

され，『視覚型』，『触覚型』という言葉によって象徴

された．13）」とある様に，視覚性に内在する非視覚的

な体性感覚，ここでは触覚性を相対的に捉えることで，

非視覚的体験が視覚的判断において大きく作用する事

を説いたのである．つまり，美術教育における映像メ

ディア教育では，こうした客観と主観，直接と間接と

いう構造の中で身体性が捉えられる．映像をつくり出

す行為は記号のプログラムと実行のインターバルであ

り，その構造の中には上記の観点が必ず関連して求め

られよう．また，「テクノロジーによって与えられる新

しい意味での体験は，たとえそれが非視覚的な方向へ

の拡張をもたらしているように見えても，現実体験と

は別個の擬似的体験である点で，決して五感による総

合的な体験を再現できないという考えである．そして，

疑似体験によって埋め尽くされた現代社会は人間を

根源から欠乏感や飢餓感に陥れるとするのである．14）」

と述べられている．間接的な視覚による環境に固執せ

ずに，直接的な経験，ここでは五感による総合的な体

験を与える事で視覚体験に編重しがちな社会に豊かさ

を与える．触覚的要素を含む全感覚的な体験を経験さ

せることによって豊かな主観が養われ，それによって

豊かな客観がもたらされる構図になる．また，逆説的

に視聴覚メディアからこうした触覚的な気づきが発生

する事も考慮しなければならない．

　「人と外界とを関係づける秩序が視聴覚を中心に構

築されている現実を直視するとともに，触覚が体性感

覚をも含めた広義の意味をもっており，視聴覚を始め

とする諸感覚の統合そして調整の役割を担う共感覚の

意味をもっているということを再度確認する事が重要

ではなかろうか．15）」と論じられている様に，体性感

覚を含めた統合的な全感覚の土台の上に映像メディア

による視聴覚が位置づけられる事が重要である．

3―2　�映像メディアのブラックボックス化と美術教育が担

う役割

　H. リードの著書 Art and Industryで描き出したデザ

イン教育感の１つは，「機械産業が核となる現代社会

での美術教育を『感覚の教育』に焦点化させることで，

彼は機械時代における自然の秩序や諸法則との合一の

具体的方法論としているのである．16）」と解説されて

いる．機械産業によって消費者と生産者が完全に切り

分けられる環境の中で，生産者の担い手としての美術

教育がもつ役割は，自然がもたらす複雑性への回帰や，

人間との調和に焦点を当てる事であり，機械産業全体

を有機的に変容させようという主張であった．しかし，

「今日において産業形態そのものが社会の価値観を規

定するようになり，理想形態が『つくる』ものから完

全に恣意的に『与えられる』ものに移行しつつあるの

は，やはり不幸な事であろう．17）」と述べられている

様に，我々は産業革命以後，与えられるものに対して

受け手として受容せざるを得ない状況にある．それは

機械化社会から情報化社会に移行した現在でも変わら

ない．そして情報そのものが社会的価値の中心となっ

ている．そこで，この問題に対して栗山氏によって提

唱されるのが「情報をつくり出す機械とその制御者＝

人間との間の能力や機能の面におけるギャップの拡大

に対し，どう対処すべきかという問題18）」と「電子的

な情報処理機能の拡大と自動化技術の発展によって装

置が高性能化，高機能化し，働きの仕組みや構造が隠

蔽されたブラックボックスとしてわれわれに提供され

る様19）」という２つの問題である．

　まず，情報をつくり出す機械とその制御者の能力や

機能面のギャップの拡大という問題提起に対し美術教

育はどのように対応しうるのであろうか．美術教育に

おいてコンピュータの活用などが教科書の中でも紹介

されているが，情報をつくり出す構造そのものに触れ

て紹介されるには至っていない．あくまでも記録や表

現の範囲内における審美的要素としての情報の取り扱

いであり，機能や操作に対する言及はない．実際に映

像メディア機器を美術教育のなかで扱うというのであ

れば，現在においても教育環境での視聴覚メディア
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機器の整備不足が「学校内に生徒ひとり１台のコン

ピュータがない場合も多く，どう映像メディア教育を

ほどこしたらいいのか20）」と取り上げられている様に，

ギャップへの対応に適した直感的で操作性の良い映像

メディア機器整備が望まれる．また，それ以上に平成

21年度発行の日本文教出版の中学校美術教科書２・３

年上，「光の表現・光の演出」の単元に見受けられる

様な，万華鏡にカメラを取り付け，映像を自らの手で

操作する装置の作成の紹介のような現代のメディア環

境におけるインタラクティビティーを簡易に導入する

事はギャップを埋めるのとは別のベクトルで対応して

いると考えられる．

　機械に対する制御者としての視点に結びつく内容

は，技術科やひいては高校での教科情報と結びつき，

メディア環境に対する制御者として知識や経験を少な

からず養うことが肝要であろう．

　また，装置の高機能化に伴うブラックボックス化と

いう問題は，我々を取り巻くメディア環境のすべてに

当てはまる問題である．ブラックボックス化された現

代の映像メディア装置に対して，子どもたちは既に 

「使えればそれでよいといった具合に現実主義的に機

械に対して開かれた社会になっている．しかしながら

装置という外的対象に対しそれがブラックボックス

（つまりは理解不能）であることを前提として行われ

るコミュニケーションには，操作の主体をきわめて受

動的な存在として抗しがたく規定してしまう性質が潜

在的にあるからである．21）」とあるように，主体とな

る作り手は，いかにそのメディアが複雑に操作可能で

あっても，制作における創造性は装置自体によって限

定されるのである．「操作によって得られる何らかの

体験は，それらが生みだされる構造や段階を理解でき

ない以上，結果として記号の享受でしかない．22）」と

装置による記号コミュニケーションへの限定性が語ら

れている．つまり，上記の栗山氏の言及は，美術教育

における映像メディア教育において，映像装置の構造

が高度化し，自らが装置そのものを理解し操作しなけ

れば，記号の操作に傾倒しがちになるという指摘であ

ると理解する．この関係において，映像装置を介した

映像メディアの制作過程 (図３参照) を絵画制作過程

(図４参照)と比較し考察したい．

　映像をつくるという行為において，第２章で述べた

様な多重知性を育むのであれば，直接的・目的的体験

が重要となる．それらを経て，体験を静止画や言語，

思考に落とし込み（図３中１から２），それらをプロ

グラムする過程を経て映像装置によって映像化が実行

される（図３中の３）．その結果から生成される映像

によるフィードバックが発生し，また新たなイメージ

が形成され（図３中の４から５），それらが再度映像

化されていくという過程が一般的なドキュメンタリー

などの映像の制作過程構造である．

　絵画の制作過程では，水彩絵具や筆などの道具によ

る操作そのものによって絵が生成されていく．また，

身体的な動きによって絵をつくり出す行為そのもの

が，視覚的な記号授受以上の表現である．（図４中の

４＋）つまり，絵画制作においては，制作する道具 

（装置メディア）そのものが表現の一部になる可能性

があるという事である．

　しかし，近年におけるメディアアートの文脈から，

中学校美術教科書においても，映像メディア装置その

ものが表現の一部として機能している実践が紹介され

ている．ブラックボックス化したメディア環境が我々

の身の回りを取り囲む今，それらの構造を一つ一つ明

らかにする事も大切であるが，一方でメディアのもつ

表現特性を捉え，主体的に操作できるメディアをつく

り出すような活動も重要である．それによって記号の

授受以上の表現が可能になると考える．
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図３　�映像メディアの制作構造
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図４　絵画制作の構造
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４．実践から考察する体験を基盤とした映像表現�

　　と多重知性とのつながり

　第２章で取り上げた，８つの多重知性に基づき，愛

知県の豊川市立小坂井東小学校６年雪組の授業実践を

取り上げ，それぞれの知性に対して，取り上げる授業

実践がどのような発展の可能性があるのかを検討した

い．そして，美術教育における映像メディア教育にお

いて体験を基盤とした映像教育がどのように関連し合

うのかを明らかにする．

4―1　小坂井東小学校６年雪組での実践

　愛知県豊川市立小坂井東小学校で平成22年10月29

日に開催された研究発表『「かかわり合い学び合い」

から考えを深める子どもの育成―暖かい仲間づくりを

学習基盤の核として―』の１つである，６学年雪組の

授業実践「みんな光のアーティスト～光のアートを楽

しもう～」では，夜光塗料で塗装された縦１m　横1.6m

のパネルに LED ライトを使って仲間とともに絵を描

く実践が行われた．夜光塗料を使用することによっ

て，描かれた絵は次第に消え，さらに上書きする事に

より，前のイメージと重なり合って表現される．絵画

と動画的映像表現，さらに，それらをパフォーマンス

として実践している事から，この実践が映像メディア

教育の視点を持ち合わせた複合的メディアを横断的に

活用するインターメディアな実践であると言える．小

坂井東小学校での研究実践の総合目標が「暖かい仲間

づくりを学習基盤の核」としている事から，今回の６

年雪組での実践は図工の授業を通して，ハワードのい

う対人的知性の育成にフォーカスしている．授業実践

を表現の詳細，指導案上の記述，教師の発言，児童の

発言の項目に整理し，図５―１および図５―２にまと

めた．今回の６年雪組の実践では対人的知性の部分に

主たる教育目標が設定されているが，授業の中では複

合的に様々な教育的視点が見受けられる．それらをハ

ワードの示す多重知性論を基に取り上げ，実践の発展

性を勘案する事で，体験を基にした映像メディア教育

の可能性について考察する．

4―2　多重知性論から考える題材の発展性

ａ言語的知性

　本実践の中での光による映像劇の中にも，言葉に

よって，かけ声を入れている．エドガーによって最も

抽象的なメディアとして定義される言語メディアは，

様々な体験的視点を集約し一面的に表す．つまり言語

化する過程において，何を伝えるべきか精錬される過

程を得るのである．児童が他の班の発表を視聴した時

点の視覚的体験は多義的で情報量が高い，そのうち的

確に発表者の良さを言語化する事で，高い言語的知性

が養われる．また，「歌詞に合わせて表現をした」と

いう趣旨の児童の発言があるように，言語から具体的

なイメージを生成している点においても言語的イメー

ジから視覚イメージへの置き換えが発生しており，言

語からの創造的発想が見受けられる．人間の思考は言

語や視覚イメージの連環によって形成されていること

からも，こうした言語を中心とする視点は重要と言え

よう．

ｂ 論理・数理的知性

　視覚的体験を言語化する際には，論理的に原因・結

果を判断し的確に情報量の少ない言語に抽象化し表現

しなければならない．この際，主観的判断に基づいて

論理的に客観性を判断し情報を再構成し精緻化してい

る．映像を作る行為の中にもこうした主観・客観の関

係が内在する．本実践においても，主体的な体験に

よって得られた主観的イメージを言葉や視覚的な記号

を操作して，相手に伝える活動が行われている．また，

教師の的確な指導によって，具体的かつ多数の児童に

理解できる形で説明を促す場面が見受けられた，こう

した部分によりフォーカスし，道筋を立てて相手に情

報を伝達する構造を恣意的に実践に取り込むことに

よって，論理的な知性が育まれると考える．

ｃ音楽的知性

　本実践においても LED と夜光塗料による光の表現

に音楽が取り入れられている．特に第３番目に発表し

た５班の尽力した点に関する発言で「絵と音楽が合う

様に星をイメージした音楽を選びました」と述べられ

ている様に，音楽自体が児童の表現するイメージ世界

と結びつき記号の一部となっている事が窺える．音楽

がもたらすイメージを的確に捉え，児童自身の構想す

る世界を表現することで，より主体的に音を感じ取り

深く捉えうるのではないだろうか．より明確に音楽的

知性を育むのであれば，リズムや，旋律などを深く洞

察し，映像に展開させるアクティビティーを導入する

ことによって，より豊かな音楽的知性が得られよう．

ｄ 視覚的／空間的知性

　今回の実践で注力されていた様に，重ね合わせるこ
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図５―１　「みんな光のアーティスト」授業実践記録
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 4

図５―２　「みんな光のアーティスト」授業実践記録
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とによって得られる空間への意識や，一本の線から得

られる暖かみなどへの関心は，視覚的批評能力を育み，

イメージを視覚化する事や，体験を視覚化する構造の

なかで重要である．

　より空間的に拡張するのであれば，線遠近法的手法

の他にもパネルをより立体的することでより空間的に

映像を構成出来よう．

ｅ身体・運動的知性

　６年雪組の実践の中に，「手描きによる暖かさ」が

発見されたよさとして登場している．体全体を用いて

表現されるこうした線を有機的に捉え分析している．

また，こうした身体・運動的知性をより拡張して取り

込むのであれば，よりパフォーマンス的に身体を用い

た表現と映像表現を結びつけることが可能であろう．

より劇的な表現として拡張させる事も考えられる．

ｆ対人的知性

　他の児童の製作の意図や心情を察知して，他人との

共生力を育むために，６年雪組の実践においては指導

案上にこうした能力が不得意な児童に対して他の児童

の行動を見せる事や，仲間との協調性に視点を当て気

づかせる事で，こうした対人的知性を育んでいる．グ

ループワークでの作業において児童それぞれが存在意

義を見いだし，それぞれが認め合う環境を構築する事

が非常に功を奏している．

ｇ内省的知性

　６年雪組の実践の指導案中に，「なかには自分の手

形を光で写しとったり，体の形を写しとったりする子

もいる」と記されている様に，絵の中に自身の身体を

投影する行為は，映像への自己投影による身体を通し

た主体と，客体の結びつきが形成されている．こうし

た活動を通して，児童自身を客観的に理解できるきっ

かけとなると考える．また，自己と他の環境との結び

つきをより強固にするのであれば，目的をもって採集

されてきた自然物と児童自身を映像として転写するな

ど，映像という支持体を通して客観的に自己と他を結

びつかせる事が考えられる．

ｈ自然・博物学的知性

　自然物や人工物に対する知識を６年雪組の実践に取

り込むのであれば，校庭に咲くキンモクセイなどを採

集してきて映像の中に転写するなど，身の回りにある

自然環境や，建物や道具などの人工的環境を児童の表

現と結びつける事が考えられる．６年雪組での実践は

視聴覚メディアを通した映像のパフォーマンスに，実

際の自然物を使うことによって，映像に対して匂いや，

触覚などの全体性感覚を取り込み，それとの結びつき

を強固に意識させる事のできる実践であると考える．

５．おわりに

　豊川市立小坂井東小学校での実践では，光の蓄光効

果によって絵画・版画的な描画・転写手法を，減光に

よって生じる光の濃淡を生かし，時間軸的視点を入れ

ている点で映像表現的である．また，巨大な蓄光シー

トを用意する事で全身を使った表現や，複数人による

協同制作環境が意図され，パフォーマンス表現として

の側面も見受けられる．光のアーティストと一括りに

しているが，実際には様々なメディアが混在しメディ

アを縦横に渡り歩く事が可能な表現実践である．ブ

ラックボックス化した映像メディア環境が我々を取り

囲む中で，６年雪組でのインターメディアな実践は，

映像メディアを独立したものとして捉えるのではな

く，エドガーの示す経験の円錐に示される様なメディ

アを縦断する構図の中でハワードの提唱する多重知性

が育まれる事の可能性を示唆している．映像メディア

が従来の美術教育の表現領域を拡張する際には今回の

実践に見受けられる様に，従来の領域との連続性の中

から捉える事が必要であろう．映像をつくり出す主体

と客体の関係の中で，視覚的な記号での意味集積によ

る伝達をより強固にするために，主観的な個人の体験

や身の回りの環境との結びつきによるコンテクストへ

の意識の深まりが重要である．

　まさにブラックボックス化するメディアを主体的

に操作し，図像学的な意味としての記号の授受を深め

ながら，映像をつくり出す行為そのものが，こうした

メディアを縦断的に渡り歩くことによって，多重知性

を育む映像メディアを活用した美術教育となり得る

と考えられる．映像メディアの活用は美術教育に多重

知性と感性を与える多様な機会を提供する事は明ら

かである．
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